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 普通預⾦規定  
 

佐賀信⽤⾦庫 
2024 年 7 ⽉現在 

 
１．（取扱店の範囲） 

普通預⾦（以下、「この預⾦」といいます。）は、当店のほか当⾦庫本⽀店のどこの店舗でも預⼊れまたは 
払戻しができます。 

２．（振込⾦の受⼊れ） 
（１）この預⾦⼝座には、為替による振込⾦を受⼊れます。 
（２）この預⾦⼝座への振込について、振込通知の発信⾦融機関から重複発信等の誤発信による取消通知

があった場合には、振込⾦の⼊⾦記帳を取消します。 
３．（受⼊証券類の決済、不渡り） 

（１）証券類は、受⼊店で取⽴て、不渡返還時限の経過後その決済を確認したうえでなければ、受⼊れた  
証券類の⾦額にかかる預⾦の払戻しはできません。 

その払戻しができる予定の⽇は、通帳の摘要欄に記載します。 
（２）受⼊れた証券類が不渡りとなったときは預⾦になりません。 

この場合は直ちにその通知を届出の住所宛に発信するとともに、その⾦額を普通預⾦元帳から引落し、 
その証券類は当店で返却します。 

（３）前項の場合には、あらかじめ書⾯による依頼を受けたものにかぎり、その証券類について権利保全の⼿続
をします。 

４．（預⾦の払戻し） 
（１）この預⾦を払戻すときは、当⾦庫所定の⽀払請求書に届出の印章により記名押印して通帳とともに提出

してください。 
（２）この預⾦⼝座から各種料⾦等の⾃動⽀払いをするときは、あらかじめ当⾦庫所定の⼿続をしてください。 
（３）同⽇に数件の⽀払をする場合にその総額が預⾦残⾼をこえるときは、そのいずれを⽀払うかは当⾦庫の

任意とします。 
５．（利息） 

この預⾦の利息は、毎⽇の最終残⾼（受⼊れた証券類の⾦額は決済されるまでこの残⾼から除きます。）
1,000 円以上について付利単位を 100 円として、毎年 3 ⽉と 9 ⽉の当⾦庫所定の⽇に、店頭に表⽰する
毎⽇の利率によって計算のうえ、この預⾦に組⼊れます。 

なお、利率は⾦融情勢に応じて変更します。 
６．（⼿数料の取扱い） 
（未利⽤⼝座管理⼿数料） 
（1）次の全てに該当する⼝座を未利⽤⼝座とします。 

① 預⼊れまたは払戻しなどの⼝座の利⽤が 2 年以上⼀度もない場合 
（利息の組み⼊れおよび未利⽤⼝座管理⼿数料の引き落としを除く） 
※ 未利⽤期間の開始基準⽇は、以下のとおりとします。 
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● ⼝座開設⽇が令和 3 年 6 ⽉ 30 ⽇以前の場合 

令和 6 年 7 ⽉ 1 ⽇または令和 6 年 7 ⽉ 1 ⽇以降の最終異動⽇の翌⽇のいずれか遅い⽇ 
● ⼝座開設⽇が令和 3 年 7 ⽉ 1 ⽇以降の場合 

最終異動⽇の翌⽇ 
② 預⾦残⾼が 10,000 円未満であること 
③ 上記①、②に該当した場合は、お客さま宛に「ご案内」の⽂書を郵送します。 

「ご案内」を差し上げてから 3 か⽉経過後も⼝座の利⽤がない場合に「未利⽤⼝座管理⼿数料」の 
対象⼝座となります。 

（2）「未利⽤⼝座管理⼿数料」の対象⼝座につきましては、当⾦庫のホームページ等での⼿数料⼀覧に  
掲載のとおり、対象となった⼝座より、払戻し請求書等によらず所定の⼿数料を引き落とします。 

（3）前（2）号で引き落とした「未利⽤⼝座管理⼿数料」は、返却しません。 
（4）この預⾦⼝座の残⾼が「未利⽤⼝座管理⼿数料」に満たない場合は、残⾼全額を「未利⽤⼝座管理 

⼿数料」に充当のうえ、この預⾦⼝座を解約します。 解約にあたっては、個別の通知は⾏いません。 
（5）解約された⼝座の再利⽤はできません。 

7．（規定の適⽤） 
この規定に定めのない事項については、「流動性預⾦等 共通規定」により取扱います。 

 
以上 


